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■ 特別講演

水産庁事業課直轄代行チーム漁港漁場専門官　西　村　裕　毅

御紹介にあずかりました、水産庁直轄代行チーム
の西村でございます。今回は「能登半島地震津波被害
からの復旧・復興支援」という形で、簡単ではござい
ますが、紹介させていただきたいと思います。

まず最初に漁港の被害ですが、水産業において
は、津波、地盤の隆起等により、漁港施設の損壊、漁
船の転覆、沈没が発生しました。このことにより、
被災地域の主要産業である一次産業が象徴的な被害
を受けました。

被害の概要ですが、まず、漁港施設につきまして
は隆起による水面の損失、岸壁はこのように隆起し
て使えない状況になっております。海岸保全施設に
つきましては、津波・地震による施設の倒壊等が起
きて、様々な被害が発生しております。

まず、被災に対する初動の動きとしましては、発災
直後、水産庁から２名の職員を派遣しております。
その後、各都道府県、関係団体の職員等と連携して
被災状況の調査を実施し、支援を行っております。

（２） 能登半島地震津波被害からの復旧・復興支援

能能登登半半島島地地震震津津波波被被害害かかららのの復復旧旧・・復復興興支支援援

水産庁 漁港漁場整備部事業課
能登半島地震災害復旧直轄代行チーム

令和６年11月28日

【【漁漁港港】】
県県名名 確確認認さされれたた主主なな被被害害情情報報

石川県

・県管理（８漁港）
  ７漁港で防波堤、岸壁、物揚場、臨港道路
損傷
・市町管理（61漁港）
  53漁港で防波堤、岸壁、物揚場、臨港道路
損傷
※ 鹿磯漁港ほか、輪島市から珠洲市の外浦
海域を中心とした漁港では、地盤隆起によ
り海底が露出

・漁業集落排水施設（13件）
・海岸漂着物（６海岸）

新潟県
・両津漁港、小木漁港、能生漁港で臨港道路の
破損等の被害

富山県
・10漁港で岸壁、護岸の沈下、臨港道路の破損

等の被害
【【漁漁船船】】

【【共共同同利利用用施施設設】】
県県名名 確確認認さされれたた主主なな被被害害情情報報

石川県
(3４か所)

・3４か所で断水、浸水、冷凍冷蔵施設・
選別機・倉庫の損壊等

新潟県
(７施設)

・荷さばき所の液状化、漁船巻き上げ機の
浸水、加工場のシャッター破損等

富山県
(54施設)

・給油施設の建屋及び燃油タンクの傾き、
製氷貯氷庫の損傷、種苗生産施設の損傷等

県県名名 確確認認さされれたた主主なな被被害害情情報報

石川県
(75施設)

・岩のり着底基質、漁協が維持管理する漁
港施設の損傷等

【【漁漁業業用用施施設設】】

（（令令和和６６年年1100月月2299日日現現在在））

県県名名 確確認認さされれたた主主なな被被害害情情報報

石川県

・転覆・沈没52隻以上
・座礁68隻以上
・一部損壊176隻以上
・流出44隻以上

新潟県 ・17隻が横転、破損等

富山県 ・沈没３隻、破損５隻

福井県 ・プロペラ破損１隻

地盤隆起した鹿磯漁港 物揚場が傾倒した石崎漁港

被害の概要 1

国土地理院提供

漁業集落排水施設（能登町比那地区）

共同利用施設（輪島市輪島港）

漁港施設（輪島市鹿磯漁港）

被害の概要

水産関係施設の被害状況

共同利用施設（輪島市輪島港）

海岸保全施設（能登町白丸漁港海岸）

漁港施設（輪島市黒島漁港）

国土地理院提供

漁港施設（輪島市黒島漁港）

海岸保全施設（珠洲市鵜飼漁港海岸）

漁業用施設（北部珠洲地区）

岩のり漁場 給油施設
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初初動動対対応応（（MMAAFFFF--SSAATT、、人人的的支支援援））ににつついいてて

○　１月５日に水産庁から石川県へMAFF-SAT２名派遣（以降５月31日までに169人・日を派遣）。
○　１月14日から、15都道県及び関係団体の職員や災害ボランティアが、MAFF-SATと連携し、被災状況の把握調査を支援。
○　１月31日から、漁業調査船「北光丸」を派遣し、能登半島、舳倉島周辺で漁港・漁場の調査を実施。
○　大日本水産会、ＪＦ全漁連が、職員派遣、支援物資提供、義援金贈呈などの被災地支援を実施。

団団体体名名 協協力力・・支支援援のの内内容容

15都道県及び（一
社）水産土木建設
技術センター

・北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、千葉県、東京都、福井県、静岡県、愛知
県、三重県、福岡県、熊本県、長崎県、鹿児島県及び関係団体の職員が、MAFF-
SATと連携し、漁港施設の被災状況の把握調査を支援

（１月14日～３月30日：延べ703人・日）

（一財）漁港漁場
漁村総合研究所

・能登町、穴水町、輪島市、七尾市の漁業集落排水施設を点検
・志賀町、輪島市、珠洲市の漁港の被災状況を調査
（１月18日～2月６日：延べ26人・日）

（一社）全日本漁
港建設協会

・被災地の救助活動や救援物資の提供・搬送、応急復旧作業を実施（本部、石川県
支部）

漁村災害対策ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ（（公社）全
国漁港漁場協会）

・市町管理漁港の被災状況調査支援、査定申請の事前相談等を実施。
（１月10日～４月９日：延べ11人・日）

（独）水産研究・教
育機構

・漁業調査船「北光丸」を能登半島及び舳倉島周辺に派遣して、ドローンによる漁港・
漁場の調査並びに海洋環境及び魚礁の緊急調査を実施

（１月31日～２月７日）

大日本水産会 ・支援物資提供（とりまとめ）
・４月１日　職員派遣による被災地支援を開始（石川県漁協へ職員派遣）
・２４日～２６日　被災状況視察、意見交換、支援募金贈呈

ＪＦ全漁連 ・支援物資提供
・３月６日　JＦグループ支援募金贈呈

珠洲市見附島（鵜飼）

志賀町領家

氷見漁港

MAFF-SATによる
被災状況調査

【【地地方方公公共共団団体体、、関関係係団団体体等等にによよるる被被災災地地支支援援】】
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l 通常の被災箇所においては、これまでの方法で復旧を実施。
l 地盤隆起等甚大な被災を受けた漁港については、「「①①短短期期的的なな生生業業再再開開ののたためめのの仮仮復復旧旧」」と「「②②中中長長期期的的

なな機機能能向向上上ののたためめのの本本復復旧旧」」の２つのフェーズに分けて復旧。
l 復旧に合わせて、「「海海業業振振興興ななどど新新ししいい漁漁業業地地域域のの姿姿にに繋繋げげるるたためめのの復復興興」」を検討

漁漁港港のの復復旧旧・・復復興興のの基基本本的的なな考考ええ方方

通通常常のの被被災災

物揚場の段差（富来漁港）

仮仮復復旧旧（（応応急急））のの実実施施

-砂利や鉄
板を敷く等
により段差
を解消

仮仮復復旧旧のの実実施施

-暫定的に出
漁可能な航
路の開削

浚渫

航路

例例２２：：航航路路開開削削

-応急的な仮
桟橋の設置
-防波堤を活
用した仮係
留施設及び
浚渫

仮
桟
橋

仮係留施設

浚渫

例例１１：：仮仮係係留留施施設設

被被
害害
状状
況況
のの
把把
握握

　　［［
現
地
調
査
、
聞
き
取
り
等
に
よ
る
調
査
］

※※石石川川県県：：約約4400漁漁港港

地地盤盤隆隆起起等等
甚甚大大なな被被災災

地盤隆起（鹿磯漁港）

※※石石川川県県：：約約2200漁漁港港

地盤隆起被害が確認されている

漁港の位置図（R6.1.16時点）

主な隆起箇所

※ 地地域域のの実実情情をを踏踏ままええ、、漁漁港港管管
理理者者（（県県、、市市町町））がが判判断断

仮仮復復旧旧及及びび本本復復旧旧のの
場場所所・・工工法法をを選選定定

〇〇  暫暫定定条条件件のの設設定定

• 漁漁港港のの利利用用可可能能場場所所
• 利利用用可可能能なな漁漁船船隻隻数数特特定定

〇〇  各各漁漁港港のの役役割割、、重重
要要性性をを考考慮慮

〇〇  漁漁業業者者のの意意向向把把握握

復復旧旧復復興興方方針針検検討討

本本復復旧旧のの実実施施

-同じ場所
で同じ形に
戻す

①フェーズ１（仮復旧） ②フェーズ２（本復旧＋復興）

本本復復旧旧のの実実施施

例例１１：：浚浚渫渫すするる

例例２２：：沖沖出出ししすするる

例例３３：：別別のの場場所所ににつつくくるる

浚渫

航路

泊地

-水深を確保
するため斜
路を延長・
設置

例例３３：：斜斜路路延延伸伸

斜路

船揚場

創創造造的的復復興興

-同じ場所
で水深を確
保
-係留施設
を低天端化

-水深を確
保できる場
所に沖出し

-水深を確
保できる位
置に新設
（移動）

〇〇  創創造造的的復復興興のの検検討討

・・能能登登のの里里海海資資源源をを活活かかしし
たた海海業業振振興興

・・使使いいややすすいい施施設設へへのの改改善善

・・防防災災機機能能のの強強化化

〇〇  創創造造的的復復興興のの検検討討

・・能能登登のの里里海海資資源源をを活活かかしし
たた海海業業振振興興

・・使使いいややすすいい施施設設へへのの改改善善

・・防防災災機機能能のの強強化化
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特別講演（２）

漁港の復旧・復興の基本的な考え方としまして、
まず、通常の被災におきましては、これまでどおり
復旧を実施します。隆起等、甚大な被害を受けた被
災につきましては、地域の実情を踏まえ、復旧・復
興方針の検討を行ってもらい、まずは仮復旧、続き
まして海業の振興など、新しい漁業地域の姿につな
げるための復興検討を含めた中長期的な機能向上の
ための復旧を行い、フェーズ１、フェーズ２という
形で復興を考えてまいりました。

国代行による災害復旧につきましては、被災した
都道府県や市町村等が災害復旧等の事業の工事の代
行を国や都道府県に要請した場合、それぞれ必要と
認めた場合につきましては、国等が災害復旧の事業
の代行を行います。代行可能なメニューにつきまし
てはこのようなものがありまして、水産庁では漁港
と海岸の２つで今回、第４種漁港の狼煙漁港と鵜飼
漁港海岸を実施しております。

国代行による災害復旧で、まず、狼煙漁港につき
ましては、県内外の漁船が避難港としても利用する
漁港となっております。被害につきましては、全体
的に地盤が１～ 1.5メートル被害を受けた形になっ
ております。

国国代代行行にによよるる災災害害復復旧旧（（大大規規模模災災害害復復興興法法にに基基づづくく代代行行工工事事））

災災害害名名
政政府府のの

対対応応

発発災災日日

閣閣議議決決定定日日
代代行行のの事事例例（（代代行行者者））

県県道道熊熊本本高高森森線線ほほかか３３路路線線（（国国土土交交通通大大臣臣））

有有明明海海沿沿岸岸飽飽託託海海岸岸ほほかか６６かか所所（（農農林林水水産産大大臣臣））

村村道道喜喜多多～～垂垂玉玉線線ほほかか２２かか所所（（熊熊本本県県知知事事））

国国道道334499号号ほほかか55路路線線（（国国土土交交通通大大臣臣））

阿阿武武隈隈川川水水系系内内川川ほほかか３３河河川川（（国国土土交交通通大大臣臣））

令令和和22年年77月月豪豪雨雨
非非対対

本本部部

RR 22..77..    33

RR 22..77..3311
村村道道神神瀬瀬大大岩岩線線他他３３路路線線（（熊熊本本県県知知事事））

第第４４種種狼狼煙煙漁漁港港（（狼狼煙煙地地区区））（（農農林林水水産産大大臣臣））

鵜鵜飼飼漁漁港港海海岸岸（（農農林林水水産産大大臣臣））
令令和和66年年能能登登半半島島地地震震

非非対対

本本部部

RR 66..11..  11

RR 66..11..1199

平平成成2288年年熊熊本本地地震震
非非対対

本本部部

HH 2288..44..1144

HH 2288..55..1100

東東日日本本台台風風（（令令和和元元年年台台風風第第1199号号））
非非対対

本本部部

RR 11..1100..1100

RR 11..1100..2299
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続きまして、鵜飼漁港海岸につきましては、先ほ
どの御講演にもありましたが、津波による被害で、
護岸の倒壊や無堤区間の津波の災害が発生しており
ます。

これらの対応に、体制の強化としまして、水産庁
では直轄による工事等を実施するための専属要員の
配置や、漁業現場の状況を直接把握するための現地
への拠点の設置、引き続き各都道府県からの技術員
の派遣による支援も強化しております。

そのほか、石川県におきましては、このように能
登の水産関係の復興に向けた親の協議会と子の分科
会を設置し、復興の実現を目指しております。

水産庁は、有識者による技術検討会を設置、被災

国土地理院地図

狼煙漁港（狼煙地区）

○　県内外の漁船が避難港としても利用する狼煙（のろし）漁港（第４種漁港）は、令和６年能登半島地震により、漁港

全体の地盤隆起を含む多くの漁港施設が被災。

○　大規模災害復興法に基づき、石川県知事からの要請を受け、国が災害復旧事業の代行工事を実施（２/８決定）。

○　泊地の浚渫により水深を確保し、９月には避難機能を一部回復。引き続き、水深確保のための浚渫工事を実施すると

ともに、岸壁等工事を準備中。

狼煙漁港（狼煙地区）

泊地の水深不足

岸壁 給氷施設前

船揚場

岸壁

管理者：石川県
港種：第４種漁港
利用漁船数：104隻（R2）
主要漁業：いか釣り・刺網
主要魚種：いか類、ぶり類等

代代行行工工事事のの動動きき

２月８日 代行工事の決定

２月２０日 地元説明（代行実施について）

２月２７日 現地調査開始

３月１日 予備費閣議決定

３月１２日 地元説明（調査結果について）

５月２０日 浚渫工事開始

９月中旬 避難機能一部回復

現　　在 浚渫工事継続と岸壁等工事を準備中

岸壁

国国代代行行にによよるる災災害害復復旧旧（（狼狼煙煙漁漁港港（（狼狼煙煙地地区区）））） 6

○鵜飼（うかい）漁港海岸は、令和６年能登半島地震による護岸の倒壊など、海岸保全施設が被災。

○大規模災害復興法に基づき、珠洲市長からの要請を受け、国が災害復旧事業の代行工事を実施（２/１決定）。

○２月末からドローン等を利用した調査を開始し、水中部を含めた被災状況の詳細を把握。今後は珠洲市の復興まちづくりと

も連携し、復旧を進める。現在は、工事の実施に向けた調査・設計の手続きを実施中であり、11月頃から調査を開始予定。

鵜飼漁港海岸

国土地理院地図

管理者：珠洲市長
海岸延長：１,６８６ｍ
主要施設：護岸、人工リーフ、

消波堤

代代行行工工事事のの動動きき

１月下旬 ＭＡＦＦ－ＳＡＴによる現地確認

１月３０日 珠洲市長から代行工事の要請

２月１日 代行工事の決定

２月下旬 現地調査準備

２月２９日 現地調査開始

３月中旬～ 調査結果とりまとめ・復旧方針の検討

現在 工事の実施に向けた調査等の手続き

１１月頃（予定） 現地調査開始 鵜飼漁港海岸（見附地区） （谷崎地区）

見附島

鵜飼漁港

護岸倒壊

護岸倒壊

護岸ひび割れ・沈下護岸沈下 護岸破損

海岸保全区域

海岸保全区域

護岸破損

国国代代行行にによよるる災災害害復復旧旧（（鵜鵜飼飼漁漁港港海海岸岸）） 7

能能登登半半島島地地震震対対策策のの実実施施にに係係るる体体制制のの強強化化

○能登半島地震対策の着実な推進を図るため、
Ø水産庁本庁にて直直轄轄代代行行にによよるる工工事事発発注注、、監監督督、、検検査査等等をを実実施施すするるたためめのの専専属属要要員員のの配配置置
Ø水産業の復旧・復興に向けた支援施策を漁業者等に直接説明するとともに、漁業現場の状況を直接把握するための
現現地地拠拠点点のの設設置置

Ø全全国国のの都都道道府府県県等等にによよるる技技術術職職員員派派遣遣により、以下の支援等を実施
　　・被災状況調査の実施、とりまとめ
　　・災害復旧事業の実施に向けた査定設計書の作成、工事発注・監督の実施　等
○この他、水産庁において能登半島地域の復旧・復興に向け、所所要要のの定定員員要要求求を実施。

都道府県等技術職員による災害状況調査の実施（鵜飼漁港物揚
場（左）、臨港道路（右））（R6.1.23）

都道府県等技術職員の派遣実績（R6.8.1現在）

l 発災後から２２８８のの都都道道府府県県等等かからら110044名名、、延延べべ
22,,883322人人日日の漁港技術者が派遣

l 現在も、1144のの都都道道府府県県等等かからら2200名名のの漁漁港港技技術術者者が
被災地自治体に派遣

水産庁直轄代行チームの設置（R6.4.1）

工事検討の様子 　　　　　　　　　　立会検査

水産庁能登半島地震対策本部石川県事務所の設置（R6.3.22)

都道府県等技術職員による支援（R6.1～）

8

 石川県は、令和６年能登半島地震によって被災した能登地域の水産業に関係する港の復興に向
け、「能登の水産関係港の復興に向けた協議会（略称：復興協議会）」を設置し、能登の創造的
復興に向けた「復興方針」の策定し、その実現を目指す。

【目的】
　地盤隆起の影響の大小で地域を大別し、復
旧を急ぐ短期的な視点と能登の水産業の課題
への対応や地域振興の観点も加味した中長期
的な視点の双方を見据えた復旧・復興方法を
関係者で協議・検討する。

【対象地域】
　　能登６市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水

町、七尾市、志賀町）

【協議会構成員】

　・石川県漁業協同組合長
　　　　　　　うめだ

　・金沢大学 楳田教授
　・研究機関（国土技術政策総合研究所、水産研
　　　　　　　究・教育機構）、
　・市町（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、
　　　　　穴水町、能登町）、
　・国（水産庁、国土交通省）
　・県（農林水産部、土木部）

【開催状況】第1回(3月25日)、第2回(7月10日）
            第3回(8月30日)

　地盤隆起が著しく原形復旧では到底対応できない、相当な時間を
   要することが予想される地域

  対象地域…輪島市及び珠洲市
　対 象 港…剱地漁港～寺家漁港の１７港

漁港：剱地、赤神、黒島、鹿磯、深見、皆月、大沢、鵜入、
　　　光浦、名舟、曽々木、真浦、長橋、狼煙、寺家、舳倉
港湾：輪島

地盤隆起の影響が少なく従来の災害復旧方法である原形復旧を
基本に早急な復旧を図る地域

  対象地域…珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、
　　　　　　志賀町
　対 象 港…小泊漁港～東浜漁港の５１港

　　漁港：小泊、蛸島、鵜飼、松波、比那、白丸、高倉、小浦、
　　　　　藤波、波並、矢波、七見、鵜川、古君、宇加川、前波、
　　　　　沖波、甲、曾良、鹿波、岩車、新崎、中島、三ヶ浦、
　　　　　曲、向田、祖母ケ浦、鰀目、野崎、石崎、三室、鵜浦、
          百海、庵、下佐々波、東浜、赤崎、富来、領家、七海、
          赤住、安部屋、高浜
　　港湾：飯田、小木、宇出津、穴水、半ノ浦、和倉、七尾、福浦

能登の水産関係港の復興に向けた協議会 「地盤隆起による港の機能不全地域」分科会

「漁港施設・設備の被害地域」分科会

【分科会の開催状況】
　第1回（5月8日）、第2回（5月29日）、第3回(6月19日)

能能登登のの水水産産関関係係港港のの復復興興にに向向けけたた協協議議会会・・分分科科会会　　（（石石川川県県）） 9
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パターンに応じた復旧方法、手順について取りまと
め、それらを先ほどの石川県の協議会等に共有して
いくこととしております。

水産庁の検討会の取りまとめ成果につきまして、
ここに抜粋したものがありますが、このような４項
目について取りまとめを行っております。

これから、我々直轄代行チームで工事をやってい
くのですが、代行チームの見通しとしましては、ま
ず、今年の５月、泊地の浚渫を行い、避難機能の一
部回復を行いました。引き続き工事のほう、こちら
の浚渫作業を行いまして、来年の８月下旬には終わ
らせたいと考えております。外郭施設につきまして
は、津波により各防波堤の先端が洗堀されたような

○ 水産庁は、復復旧旧工工事事のの経経験験ががほほととんんどどなないい地地盤盤隆隆起起等等にによよるる被被害害をを受受けけたた漁漁港港のの復復旧旧・・
復復興興のの技技術術的的問問題題、、方方法法、、手手順順等等ににつついいてて検検討討することを目的として、有識者で構成す
る技術検討会を設置

○ 検討会では、「漁港施設の被害状況」、「被災パターンの分析」、「被災パターンに応
じた復旧方針・方法の考え方と留意点」など漁漁港港のの復復旧旧・・復復興興のの考考ええ方方ににつついいてて３３回回のの
検検討討会会をを経経ててととりりままととめめ

○ 検討会の成果は、石石川川県県のの能能登登地地域域のの水水産産業業にに係係るる港港のの復復興興にに向向けけたた協協議議会会及及びびそそのの下下
にに設設置置さされれてていいるる分分科科会会へへ提提供供。また、本検討会では個別の漁港の復旧・復興計画につ
いてもアドバイス。

（（委委員員））

東京海洋大学                岡安 章夫　副学長　（委員長）

早稲田大学                   清宮 理　名誉教授

金沢大学                      小林 俊一　准教授

東京海洋大学                婁　 小波　副学長

中央大学研究開発機構　片石 温美　教授（客員）

(一社)漁港漁場新技術　  山下  徹　防災専門部会座長研究会

（（関関係係機機関関・・事事務務局局））

(国研)水産研究・教育機構水産技術研究所、(公社)全国漁港漁場協会、

(一社)全日本漁港建設協会、石川県、志賀町、珠洲市、能登町、輪島市、

石川県漁業協同組合、水産庁、(一社)漁港漁場新技術研究会、

(一財)漁港漁場漁村総合研究所

令令和和６６年年能能登登半半島島地地震震漁漁業業地地域域復復旧旧・・復復興興技技術術検検討討会会　　（（水水産産庁庁）） 10

水水産産庁庁技技術術検検討討会会ののととりりままととめめ成成果果　　（（抜抜粋粋））

1. 復旧・復興にあたっての重要な視点

2. 被災パターンに応じた漁港の復旧方法の選択肢及びその
評価の考え方

3. 隆起した漁港における典型的な復旧工法と施工方法

4. 復旧・復興の計画から工事に至るまでの手順と留意点

11

第２北防波堤

①外来船の避難機能の早期回復を図るため、航航路路及及びび泊泊地地をを浚浚渫渫
　・令和６年５月20日 浚渫工事開始
　・　　　　９月中旬 避難機能一部回復（中央航路及び-4.5m泊地①の啓かい終了）
　・令和７年８月下旬頃 航路及び泊地の復旧終了（予定）

②外外郭郭施施設設について、洗洗堀堀された基基礎礎をを復復旧旧し、地地盤盤隆隆起起にによよるる影影響響を分析し、必要に応じて復復旧旧
　・令和６年度第４四半期頃 洗堀を受けた防波堤の基礎工復旧工事開始

③陸揚げ等が困難な状況になっている隆隆起起ししたた係係留留施施設設をを復復旧旧
　・令和６年度第４四半期頃 隆起した岸壁（重力式）の復旧工事開始（前出し又は天端の切り下げ等の工法を想定）

船揚場の復旧工事開始（斜路の延伸を想定）
　・令和７年度第１四半期以降 隆起した岸壁（矢板式）の復旧工事開始（復旧方針検討中）　　　　　　　　　等

狼狼煙煙漁漁港港（（狼狼煙煙地地区区））直直轄轄代代行行工工事事のの見見通通ししににつついいてて

直轄代行工事の見通し

水深が浅い

水深が深い

航航路路・・泊泊地地水水深深のの不不足足

防防波波堤堤基基礎礎のの洗洗堀堀

：外郭施設

：係留施設

：水域施設

北
防
波
堤

南
防
砂
提

中央防波堤

南防波堤

護岸

波除堤

-4.5m岸
壁①

-4.5m岸
壁②

船揚場②

船揚場①

-3.0m岸
壁

中
央
航
路

-3.0m泊地

-4.5m泊地①

護岸

-4.5m泊地②

※ 現時点の想定であり、今後の検討により逐次見直されることに留意
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状況になっています。これらについて、また、地盤
隆起による影響もいろいろ分析しながら復旧に向け
て設計を進めていき、工事は今年度末から来年度末
に向けて発注の準備を進めてまいります。隆起した
岸壁につきましては、前出しや切り下げの検討、地
元の意向に合った復旧方法を検討し、こちらも今年
度末から来年度初頭に向けて工事を発注できればと
考えております。

次に、鵜飼漁港海岸につきましては、先ほどもお話
がありましたが、まず、無堤区間につきましては調
査を実施し、原型復旧に向けた復旧を考えていきた
いと思います。こちらの無堤区間につきましては、
珠洲市の復興まちづくりと連携しながら、ここのお
祭りの関係もございますが、地元の意見を確認しな
がら、新たな防潮堤等が必要な場合は必要に応じて
代行で整備したいと考えております。

能登半島地震を踏まえた今後の対応につきまして
は、石川県域に位置づけられた機能分担についても
考慮の上、復旧・復興の取組を加速していきたいと
思います。

最後ですが、能登半島地震での発生事象と対応に
ついて、こちらの様々な点に気づきました。今後の
検討課題が多数浮き彫りになってきております。こ

人
工
リ
ー
フ

人工リーフ

護岸

消波堤

護
岸

護
岸

護
岸

：海岸保全施設ＮＮ

津津波波浸浸水水エエリリアア
（（旧旧宝宝立立町町））

（谷崎地区）

（春日野地区）（鵜飼漁港）（見附地区）

※無堤

①珠洲市の復復興興ままちちづづくくりりとと連連携携しし、、海海岸岸のの復復旧旧方方針針を整理
　・令和７年１月頃 珠洲市の復興計画の策定

②倒壊した谷崎地区の護岸について、原原型型復復旧旧
　・令和７年度第１四半期頃 護岸（直立式）の復旧工事開始

③見附地区の護岸について、復復興興計計画画をを踏踏ままええてて復復旧旧
　・令和７年度第１四半期頃 護岸（直立式）及び人工リーフの復旧工事開始

④春日野地区について、復興計画を踏まえて実施方針を検討
　・新たな堤防整備の要否等を踏まえ、必要に応じ工事を開始（時期・方針未定）　　　　　　　　　　　　　　等

直轄代行工事の見通し ※ 現時点の想定であり、今後の検討により逐次見直されることに留意

ブブロロッッククのの飛飛散散

護護岸岸のの倒倒壊壊

鵜鵜飼飼漁漁港港海海岸岸直直轄轄代代行行工工事事のの見見通通ししににつついいてて
13

　石川県が策定する復興方針（現時点では骨子まで決定）を踏まえつつ、石川県圏域
総合水産基盤整備事業計画において位置づけられた機能分担等についても考慮の上、
復旧・復興の取組を加速化する。

復復　　　　旧旧 復復　　　　興興

○被災状況に応じた段階的な復旧 R5-6予備費
80億円

地盤隆起等甚大な被災

通常の被災

浚渫

航路

地盤隆起等の被災 短期的な生業再開の
ための仮復旧

本復旧の実施

仮復旧の一例（イメージ） 本復旧の一例（イメージ）

亀裂、段差等の被
災

応急復旧の実施 本復旧（原形復旧）
の実施

○漁場の機能・生産力の再生・回復 R5-6予備費
29億円

○災害復旧と連携した機能強化対策

R5-6予備費 22億円
R7概算要求 867億円の内数

災害復旧

拡幅

液状化対策

漁港施設の強靱化対策

漁業就労環境の改善対策

持続的な漁業活動を
確保するため、岸壁
等の原形復旧にあわ
せて地盤改良や拡幅
等を実施

陸揚げ作業の軽減等、
安全安心な就労環境
を確保するため、浮
桟橋等を整備

漂流・堆積物の除去 座礁漁船の移動

能能登登半半島島地地震震をを踏踏ままええたた今今後後のの対対応応 14
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質　　問

回　　答

れらを念頭に置いて検証を進め、今後につなげてい
くことが重要と考えております。

以上で発表を終わらせていただきたいと思いま
す。どうもありがとうございました。

能登半島沖地震における海岸保全の全体の被害状
況を知りたいのですが、例えば延長100メートルあ
りました、そのうち50メートル壊れました、その50
メートルのうち、倒壊とかものすごい被害があった
のが25メートルでした、それは津波によるものなの
か、地震による倒壊なのかという全体像を知りたい
のですが、お願いします。

この場で全体像についてはなかなか即答できませ
んので、持ち帰り、その後、御回答するような形で
よろしいでしょうか。お答えできなくて申し訳ござ
いませんでした。

能能登登半半島島地地震震ででのの発発生生事事象象とと対対応応・・気気づづきき 今今後後のの検検討討課課題題

隆隆起起にによよるる被被害害

水水産産地地域域のの脆脆弱弱性性

地地域域のの持持続続性性のの確確保保

・防波堤や岸壁に加え隆起で水域も被災
・製氷・貯氷・冷蔵・冷凍・給油施設が被災
・海底の隆起等で漁場環境が悪化
→暫定的な処理（オペレーション）が必要
・海底における地形・環境の変化、漂砂、泥
　による漁港・漁場への影響

機機能能集集約約・・施施設設規規模模適適正正化化
・県漁協の共同利用施設再編集約による復旧の考え方
・漁港施設の災害復旧（原形復旧）の考え方　に違い。

・隆起により、海からのアクセスができなかった。
・半島特有の交通の遮断により漁業地域・漁村の孤立化。
（これまで外浦には防災拠点漁港がなかった）

情情報報公公開開のの在在りり方方

人人的的体体制制

【漁港】漁業の再開のためには一連の機能確保が必要
　・漁港復旧：仮復旧・本復旧の二つのフェーズによる対応
　・漁港施設：施設の耐震化、耐津波化等
　・共同利用施設：水・氷・油の暫定的確保、強化
　・漁船確保：海底隆起で干上がった漁船の移動・確保
　ハード整備・ソフト対策両面からの対応が必要
（BCP等の事前対策が有効）
→漁港施設・共同利用施設両者の整合性を図り、利用実態、
　将来利用予測に応じた集約・再編の合意形成が必要
【漁村】上下水道等における関係省庁との連携が必要
【漁場】水産業の再開のためには、漁業者の協力等を踏まえ
　　　　て漁場の調査、環境の保全が必要

防防災災力力のの強強化化
【漁港施設】耐震・耐津波対応の推進
【漁港】　　防災拠点漁港の整備
【水産地域】多様なアクセス手段（道路・海上輸送等）の
　　　　　　確保（内閣防災・国交省との連携）

海海業業
　・地域にあった海業の展開が必要

情情報報共共有有
【漁業者】施設の仮利用・復旧時期
【建設業界】事業の発注時期・種類・規模
　いつ、どんな情報を誰に提供すべきであったか検証が必要

人人材材派派遣遣
　・OB等の活用も含め、安定的な人材派遣の確保について
　　検討が必要

・必要なところに必要な情報が伝わっていたか
（情報の公開・提供が不十分だったのでは）

・被災地に限らず、全国的に漁港関係技術者が不足する中、
　応援派遣等による迅速な復旧体制の構築が困難

・地域振興が必要な地域の存在（狼煙漁港）
・漁業者の減少等で空いた用地の存在

関連性の強さ故、
全ての機能が確
保されないと再
開できない

※これらを念頭に今後、検証を進め、今後に繋げていく必要

・集落において、上水の利用が確保されても下水・集落排水等
　の復旧が遅れ、利用できなかった。

生生活活イインンフフララ

漁漁業業のの再再開開、、生生活活再再建建ののたためめのの早早期期復復旧旧
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	第28回海岸シンポジウム報告書納品用表4

